
報告書等提出物は、報告書※１・取組書※２・その他添付資料※３です。

特定建築事業者 川崎市

e-KAWASAKIの利用者登録（初回）
e-KAWASAKIを初めて利用する場合は利用者登録が必要

e-KAWASAKIによる報告書の申請
■申請フォームを入力
■取組書・その他添付資料【Excel・PDF・ZIP】をアッ
プロード
■入力内容の確認後、申請
⇒報告書【PDF】を出力

※１ 報告書：中小規模特定建築物太陽光発電設備設置報告書（規則第16号様式）
※２ 取組書：中小規模特定建築物取組書（要綱第１号様式）

⇒様式はコチラhttps://www.city.kawasaki.jp/300/page/0000167778.html
※３ 添付資料：建築物ごとに必要な添付資料（要綱別表）⇒様式は※２のURLに同じ
※４ 委任状：任意様式（押印不要）

オンライン手続（e-KAWASAKI）による届出（制度２報告書の申請）の流れ

審査

受付控え（審査完了）の通知受取
■受付控えをe-KAWASAKIマイページから出力

申請受付（審査開始）の通知受取
◇手続きの進捗状況は「マイページ」から確認できます

（必要に応じ）

差戻

再申請（修正） 再申請審査

受付控え交付

申請の受取

差戻の通知受取

公表

太枠はオンライン手続
e-KAWASAKIによる。

申請前
■取組書・その他添付資料を作成
◇特定建築事業者（法人代表者又は同社の担当者等）以外の
場合は委任状※４も必要
◇報告書（規則16号様式）は、オンライン手続かわさき（e-
KAWASAKI）にて申請フォームを入力することで作成でき、
申請後、PDFを出力（事前作成は不要）

事前に「【制度２】中小規模特定
建築物太陽光発電設備設置報
告書における棟数除外建築物」
の手続（e-KAWASAKI）を
行っている場合、当該図面を省
略できます。

（必要に応じ）

事前相談

報告書の記載事項を示す書類等の保管
◇報告書を提出した年度の翌年度の末日まで
（電子データによる保管も可）

川崎市 太陽光発電設備の設置義務化に関する届出 延床面積2,000㎡未満の中小規模建築物
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